
平成２０年度 第１回  

岐阜県後期高齢者医療広域連合運営懇話会 
 

日時 平成２０年７月１６日（水）１４：００～ 

場所 じゅうろくプラザ ５階 小会議室１ 

 

１．委嘱状交付 

 

２．事務局長あいさつ 

 

３．座長の選任 

 

４．懇話会 

（１）後期高齢者医療制度の施行状況について 

 

 

 

（２）政府・与党決定（H20.6.12）の特別対策について 

 

 

 

５．その他 



【参　考】

円

円

円

※平成１８年度の老人保健は、昭和７年９
月３０日以前に生まれた方（障害認定者を
除く。）が対象となっていたため、７５歳
未満の方を含みます。

※老人保健における年度は、３月から翌年
２月までの期間をいいます。
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平成18年度老人保健事業の状況
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13,941,861 円

14,829,591,814 円

療　養　費
の　支　給
（費用額）

柔道整復等 176,758,214 円

円 円

円

円

11,448,398,140

506,408,684

2,416,186,440

458,598,550

医　科

歯　科

調　剤

円

円

５月

４月 ５月

233,504  人 233,573  人

10,343  人 10,172 人

後期高齢者医療制度の施行状況について

65歳～74歳（再掲）

療養の給付
（費用額）

計

その他

１．被保険数の状況

２．医療費等の状況

被保険者数（末日現在）

４月

1 



（電話・窓口相談件数　４/１～５/１）

 医療機関からの問合せ
（被保険者番号等の照会）

４月中旬

年金天引

４月下旬

３月下旬

（被保険者証）

 保険証についての苦情
（文字が小さい、再発行等）

４月上旬  保険料についての問合せ
（保険料額、年金天引）（仮徴収決定通知・年金振込通知）

＜広域連合への苦情・問合せ内容の内訳＞ （1,700件）

時　　期 主な苦情・問合せ内容

・県内（４２市町村）　約　３７，０００件 （電話・窓口相談）

3月31日 6月12日

２,６８１件 4件

＜経　過＞

１．住民からの問合せ状況

　被保険者証発送後の3月31日現在、２,６８１件あった未着件数は、各市町村における所在確認や、民生委
員さんを通じた個別配布の方法等により、大幅に減少し、6月12日現在４件となっている。

２．被保険者証未着状況

・年金天引きされるのはおかしい

・被扶養者ばかり優遇されるのはおかしい

・保険料の計算方法がわからない 573件
34%

・所得の少ない人にもっと考慮すべき

101件
6%

制度施行当初の問合せ・未着の状況について

日現在

未着件数

○当初被保険者証送付件数 ＝ ２３５，７８６ 件

※「未着」：所在が確認できるが、本人に届いていない状態。

・広域連合　　　　　　約　　１，７００件 （電話）

＜問合せ内容の推移＞

保険料
について

資格や給付
について

 年金天引の問合せ

医療機関か
らの問合せ

336件
20%

・被保険者番号の照会等

・文字が小さい、見にくい

・保険証が届いていない、再発行手続

保険証
について

244件
14%

・従前の保険制度との違いについて 111件
7 %・健診や特定疾病について

その他
335件
19%

・市町村からの問合せ

制度・広報
・制度がわかりにくい、周知不足

・後期高齢者のネーミングについて

２



保険料の軽減対策について（平成２０年度）

①　２１年度までの措置として、２０年度については、７割軽減世帯で８月まで年金から支払っている方につ
　いては、１０月からは保険料は徴収しないこととします。なお、７割軽減世帯で納付書等で納めていただく
　方にも同等の軽減措置を講じます。（８．５割軽減。月額保険料は、全国平均で約１，０００円→約５００
　円）
②　所得割を負担する方のうち、所得の低い方（具体的には、年金収入１５３万円から２１１万円までの被保
　険者）については、平成２０年度は原則一律５０％軽減とします。

応
能
分

〔
所
得
割
〕

応
益
分

〔
被
保
険
者
均
等
割
〕

年金収入でみた軽減イメージ
【夫婦世帯の例（妻の年金収入１３５万円以下の場合）】

７割軽減

【８．５割軽減】

５割軽減
２割軽減

211万円

168万円 192.5万円 238万円
年金収入

所得割賦課ライン
153万円

５０％軽減

３



①　保険料均等割の７割軽減世帯のうち、長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の被保険者の全員が年金収入
　で８０万円以下（その他の各種所得はない）の世帯は、保険料の均等割が９割軽減されます。
②　保険料所得割を負担する方のうち、所得の低い方（具体的には、年金収入１５３万円から２１１万円まで
　の被保険者）について、所得割額を５０％程度（※所得に応じて軽減率を変えることも検討）軽減する措置
　を講じます。
③　このような措置を講じてもなお保険料が上昇し、これを支払うことができない特別の事情がある者につい
　ては、広域連合条例に基づく個別減免を行うことも含め、市町村においてよりきめ細かな相談を行える体制
　を整備します。

保険料の軽減対策について（平成２１年度）
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年金収入でみた軽減イメージ
【夫婦世帯の例（妻の年金収入１３５万円以下の場合）】

７割軽減

【９割軽減】

５割軽減
２割軽減

168万円
100％

173万円
75％

193万円
50％

211万円
25％

168万円 192.5万円 238万円
年金収入

所得割賦課ライン
153万円

４



長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の創設に伴う
保険料の減少割合に関する調査結果（厚生労働省数値）

神奈川県
新潟県
富山県

78%

与党ＰＴによる
軽減策導入後

82%
76%

都道府県 減少する世帯割合

北海道 79%
青森県
岩手県

73%
82%

宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都

静岡県
愛知県

石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県

三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県

和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県

79%
76%
78%
87%

69%
44%
70%
69%

75%
73%

87%
54%

72%
68%

72%
81%

68%
82%
74%

59%
79%
77%
73%
81%
70%
81%
75%
82%
79%
73%
74%
62%
87%
52%
67%
52%
61%
68%
76%
64%
64%
78%
63%
36%

全国計 69%

鹿児島県
沖縄県

83%
75%
74%
80%

79%
87%
88%
70%
73%
71%
71%
71%
73%
71%
72%
84%
77%
75%
82%
62%
80%
79%
75%
83%
74%
82%
79%
84%
83%
79%
77%
67%
89%
58%
83%
77%
67%
72%
79%
71%

75%

73%
84%
73%
61%

　○　７５歳以上の者がいる市町村国保世帯

　　のうち、長寿医療制度の創設に伴い、

　　保険料額が減少する世帯割合は全国で

　　６９％

　○　与党PTによる軽減策（H20の対策）

　　を導入すると全国の軽減世帯割合の割合

　　は７５％

【ポイント】

（注）　割合は、後期高齢者がいる市町村国保世帯のうち

　　　後期高齢者医療制度創設によって保険料が減少する

　　　ものの割合

５



○　国民健康保険の保険料を直近２年間滞納なく確実に納付していること。
○　口座振替による納付の申し込みを行うこと。
○　被用者保険の被保険者であった者等、これまで保険料を源泉徴収されていた方については、
      普通徴収への変更は行わない。
○　普通徴収に変更した者が保険料を滞納した場合は、年金からの保険料徴収を再開する。
　　など

【内容】

【具体的な判断基準】

普通徴収の対象者の拡大

　年金から保険料を徴収されている方で、以下の内容のいずれかの要件を満たす場合、申し出に
より、保険料を口座振替により納付できます。

①　国民健康保険の保険料を確実に納付していた者（本人）が口座振替により納付する場合

②　連帯納付義務者（世帯主又は配偶者）がいる者（年金収入が１８０万円未満の者）でその口
      座振替により納付する場合

６







  

  

  

  

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  
  

平平成成 1199 年年 88 月月  

岐岐阜阜県県後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合  

  

岐阜県後期高齢者医療広域連合 

広広 域域 計計 画画    
平平成成１１９９年年度度～～２２４４年年度度  



 

 １ 
 
 

岐岐阜阜県県後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合広広域域計計画画  

  

１１ 広域連合設立の背景と目的 

                                                       

わが国は、国民皆保険制度のもと、誰もが安心して医療を受けることができる医

療制度を実現し、世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきました。し

かしながら、急速な少子高齢化、経済の低成長への移行、国民生活や意識の変化な

ど、大きな環境変化に直面しており、今後も国民皆保険を堅持し、医療制度を将来

にわたり持続可能なものとしていくために、その構造改革が必要となっています。 

  このような状況を踏まえ、医療費適正化の総合的な推進、保険者の再編・統合、

新たな高齢者医療制度の創設等の措置を講じることが、「医療制度改革大綱」（政

府・与党医療改革協議会 平成１７年１２月1日）により決定されました。これを

受けて、平成１８年６月２１日に「健康保険法等の一部を改正する法律」（平成    

１８年法律第８３号）が公布され、平成２０年４月１日から、現行の老人保健法（昭

和５７年法律第８０号）が「高齢者の医療の確保に関する法律」として、改正、施行

されることとなりました。 

  この新しい医療保険制度は、後期高齢者からの保険料と現役世代からの支援金及

び公費により財政運営を行っていくこととされています。 

また、財政運営については、これまでの老人保健制度では、給付主体である市町

村と実際の費用負担を行う保険者の間での財政運営上の責任の所在が不明確であ

ること、高齢者の医療費は現役世代に比して高額である反面、その負担が世代間で

不明確であるといった不公平感がありました。このような問題を是正するとともに、

財政の安定化を図るために都道府県を区域として、全ての市町村が加入する広域連

合が運営を行うこととされました。岐阜県においても市町村の協議を経て、平成 

１９年２月１日に岐阜県後期高齢者医療広域連合を設立したところです。 

岐阜県における後期高齢者（７５歳以上）の割合は、平成１７年国勢調査による

と９．７％に達し、全国と比較して０．６ポイント高くなっており、２０万        

３，５３０人となっています。岐阜県人口・少子化問題研究会の推計によると、岐

阜県の７５歳以上人口は平成４０年ごろピークを迎える（平成４０年の推計人口  

３２万９千人、平成１７年の１．６２倍）と見込まれており、今後後期高齢者医療

制度は、被保険者が右肩上がりで増加していくこととなります。 

また、平成１７年度の老人医療費は制度改正や介護保険制度の導入により、約  

１，９４５億円でほぼ横ばいであるものの、一人当たりの老人医療費は７６万８千



 

 ２ 
 
 

岐岐阜阜県県後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合広広域域計計画画  

円となっており、年々増加しています。医療費の適正規模を維持し、持続可能な後

期高齢者医療制度としていくことが課題となっています。 

このような状況の中、後期高齢者医療制度を運営する本広域連合は、後期高齢者

の医療費の適正化や医療保険制度の安定的な財政運営、適正な制度運営など、重要

な業務を担うこととなるため、広域連合の設置に当たり、広域連合運営の基盤とな

る広域計画を策定し、関係市町村や関係機関と協力しながら、広域連合の運営を行

っていくこととします。 

 

 

 

 

７５歳以上の人口推計（全国・岐阜県） 
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出典：国立社会保障･人口問題研究所（平成１８年１２月推計） 

岐阜県人口・少子化問題研究会（平成１８年１２月推計） 

各年１０月１日現在人口。平成１７年は、総務省統計局「国勢調査報告」（年齢「不詳人口」を按分補正した）人口による。 



 

 ３ 
 
 

岐岐阜阜県県後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合広広域域計計画画  

２２ 基本方針 

                                                       

後期高齢者に対しては、治療の長期化、複数疾患などの心身の特性に応じた後期

高齢者にふさわしい医療の提供が求められており、後期高齢者が地域や在宅で安心

して医療を受けられるよう必要な給付が行われる仕組みづくりが必要です。 
また、持続可能な医療保険制度を構築するため、後期高齢者医療制度においては、

財政運営を安定化・効率化させることが求められています。 
このため、本広域連合においては本計画を推進するにあたり、安定した後期高齢

者医療制度を目指して、関係市町村と相互に連携しながら、下記の２つの柱を軸に

事務を進めます。 

 

 

（１） 広域的な財政運営による安定化・効率化 

 

各市町村が個々に財政運営を行うと、高額な医療費の負担が困難な市町村が

発生する恐れがあるため、広域連合は県内の４２市町村全てで構成して財政運

営を行うことにより、財政の安定化を図ります。 
また、関係市町村における行財政改革の要請を踏まえ、広域連合においても

財政運営の効率化に努めます。 
 

 

（２） 関係市町村と緊密に連携した住民サービスの提供 
 

後期高齢者医療制度では、保険料の徴収や各種申請の受付等の窓口業務につ

いては、住民に身近な行政主体として市町村が担うことになります。 

住民の利便性を低下させず、住民が安定したサービスを受けられるよう、広

域連合と関係市町村が緊密に連携を図り、事務を進めていきます。 
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岐岐阜阜県県後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合広広域域計計画画  

３３ 広域連合と関係市町村の事務に関すること 

                                                       

（１）保険者の資格管理に関する事務 

後期高齢者医療の被保険者の資格情報を資格台帳にて管理し、「高齢者の医

療の確保に関する法律」第５０条の被保険者に関する被保険者証等の交付を行

います。 

（広域連合が行う主な事務） 
・ 被保険者証の交付 
・ ６５歳以上７５歳未満の者の被保険者の認定（寝たきり等） 
・ 被保険者の適用除外（生活保護等） 

   （市町村が行う主な事務） 
・ 被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付 
・ 被保険者証の引渡し 
・ 被保険者の住民基本台帳情報の提供 

 
 

（２）医療給付に関する事務 

被保険者に対して、「高齢者の医療の確保に関する法律」第５６条に規定す

る医療給付(後期高齢者医療給付)の支給決定及び支給を行い、給付実績を一括
管理するとともに、レセプトの点検及び保管を行います。 

（広域連合が行う主な事務） 
・ 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、

療養費、訪問看護療養費、特別療養費及び移送費の支給 
・ 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給 
・ 葬祭費の支給 
・ 特定疾病療養受療証等の交付 
（市町村が行う主な事務） 
・ 高額療養費、療養費等の支給申請受付 
・ 葬祭費の支給申請受付 
・ 各種届出の受付 
・ 特定疾病療養受療証等の引渡し 

 
 



 

 ５ 
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（３）保険料の賦課徴収に関する事務 

保険料の賦課は、広域連合の条例で定める保険料率によって算定された保険

料額によって行います。市町村は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため

に保険料等を徴収し広域連合へ納付します。 

（広域連合が行う主な事務） 
・ 保険料率の決定 
・ 保険料の賦課決定 
・ 保険料の減額賦課決定 
・ 保険料率の決定に要する税情報の収集 
（市町村が行う主な事務） 
・ 保険料の決定に要する税情報の提供 
・ 保険料の収納事務 
・ 滞納処分に関する事務 
・ 保険料納期の決定 

 
 
（４）保健事業に関する事務 

被保険者の健康の保持増進のために、健康診査を市町村に委託して行います。 
 
 

（５）その他後期高齢者医療制度の施行に関する事務 

老人保健制度に代わる新しい後期高齢者医療制度に対する住民への正しい

理解を得るため、広域連合と市町村において協力して後期高齢者医療制度に関

する広報活動を実施します。 

また、制度運営のための電算処理ネットワークシステムの整備を行い、市町

村と広域連合が情報をやりとりすることにより、円滑かつ効率的な事務処理を

行います。 
その他、後期高齢者医療に関する被保険者からの相談や問合わせに対し、市

町村と広域連合が連携して対応します。 
 
 
 
 



 

 ６ 
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４４ 広域計画の期間及び改定に関すること 

                                                       

この広域計画は、原則として平成１９年度を始期とし、平成２４年度を終期とす

る６か年の計画とします。なお、平成１９年度については、後期高齢者医療制度の

円滑な開始に向けて広域連合および関係市町村において必要な準備作業を行うこ

ととします。その後５年間を単位に見直しを行うこととします。また、広域連合長

が必要と認めた場合には、随時改定を行うこととします。 
 
 
 

平 成
19 年 

 
20 年 

 
21 年 

 
22 年 

 
23 年 

 
24 年 

 
25 年 

 
26 年 

 
27 年 

 
28 年 

 
29 年 

           

保険料は 2 年ごとに見直し 

           

 

 

 
 

見    直    し 

岐岐阜阜県県後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合  

広広域域計計画画  平平成成１１９９年年～～２２４４年年 
岐岐阜阜県県後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合  

広広域域計計画画  平平成成２２５５年年～～２２９９年年 

20,21 保険料 22,23 保険料 26,27 保険料 24,25 保険料 28,29 保険料 

岐阜県医療費適正化計画 
平成20年～24年 

岐阜県医療費適正化計画 
平成25年～29年 


